
工場・事業場では、何をすればいいのですか

下水道へ流してはいけないものがありますか

対策その①

発生源での除害措置
汚水の発生源で有害物質等を取り除くために、次の点
を検討してください。

１．製造方法・工程等を工夫する。
２．薬品原材料の使用方法を工夫する。
　 また、これらの使用量の減量化を図る。
３．廃液を回収し、処理業者へ処理を委託する。

除害施設の設置
汚水の発生源での除害措置によっても法に基づく
排除基準に適合できない場合には、下水道へ流す前
に有害物質等を取り除くための「除害施設」を設置
しなければなりません。

産業廃棄物の処理
除害施設等の運転に伴い発生する汚泥や自社処分が
できない重金属を含んだ廃液などは、「廃棄物の処理
及び清掃に関する法律」により産業廃棄物と定義され
ており、事業者はこれらを産業廃棄物処理業者に
委託して適正に処理する義務があります。
この法律に違反すると、懲役や罰金等の罰則を受ける
ことがあります。

汚水中の有害物質等を
取り除く

対策その②

除害施設の管理体制の確立
除害施設を設置していても、正しく運転しなくては十分
な効果がありません。
除害施設を有効に活用するために、次の点を実行して
ください。

１．除害施設の運転管理体制を確立する。
２．運転日報を作成し、運転・管理に必要な事項を毎日
　  記録する。
３．処理水質が排除基準に適合しない場合には、原因
　  を究明し、速やかに適切な措置を講じる。

排水管理に関する知識の共有
排水管理を行うには、職場教育等により従業員の意識
の向上を図り、事業場が一体となって取り組むことが
必要です。

排水の管理体制を
確立する

試験研究機関・教育機関・医療機関から排除
される実験廃液、医療系排水には、有害物質や
毒物、感染性のある物質等が含まれているもの
があります。
これらは、下水道へ流してはいけません。

下水道法の規定に基づく下水排除基準とは別に、下記の
法令で規制されています。関係法令をご確認いただき、適
正な処理をお願いします。万一、下水道へ流れてしまった
場合は、「9 事故時の報告義務（9ページ）」に準じた対応を
行い、上下水道局へご一報をお願いいたします。

●廃棄物の処理及び清掃に関する法律
●毒物及び劇物取締法
●放射性同位元素等の規制に関する法律
●感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に
　関する法律
●遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物
　の多様性の確保に関する法律（カルタヘナ法）

など
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関係法令の例
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特定事業場 非特定事業場
平均排水量
50㎥ / 日以上

平均排水量
50㎥ / 日未満

平均排水量
50㎥ / 日以上

平均排水量
50㎥ / 日未満

生
活
環
境
項
目
等

温度 45 ― 45 ―
水素イオン濃度（pH） 5～ 9 5～ 11 5 ～ 9 5 ～ 11
生物化学的酸素要求量（BOD） 600 ― 600 ―
浮遊物質量（SS） 600 ― 600 ―
ノルマルヘキサン抽出物質含有量（鉱油類） 5 20 5 20
ノルマルヘキサン抽出物質含有量（動植物油脂類） 30 ― 30 ―
よう素消費量 220 ― 220 ―
窒素含有量（全窒素） ― ― ― ―
燐含有量（全燐） ― ― ― ―
フェノール類 5 ― 5 ―
銅及びその化合物 3 3 3 3
亜鉛及びその化合物  ※注 1 2 2 2 2
鉄及びその化合物（溶解性） 10 ― 10 ―
マンガン及びその化合物（溶解性） 10 ― 10 ―
クロム及びその化合物 2 2 2 2

有
害
物
質

カドミウム及びその化合物 0.03 0.03 0.03 0.03
シアン化合物 1 1 1 1
有機燐化合物 1 1 1 1
鉛及びその化合物 0.1 0.1 0.1 0.1
六価クロム化合物  ※注 2 0.2 0.2 0.2 0.2
砒素及びその化合物 0.1 0.1 0.1 0.1
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 0.005 0.005 0.005 0.005
アルキル水銀化合物 検出されないこと 検出されないこと 検出されないこと 検出されないこと
ポリ塩化ビフェニル 0.003 0.003 0.003 0.003
トリクロロエチレン 0.1 0.1 0.1 0.1
テトラクロロエチレン 0.1 0.1 0.1 0.1
ジクロロメタン 0.2 0.2 0.2 0.2
四塩化炭素 0.02 0.02 0.02 0.02
1，2- ジクロロエタン 0.04 0.04 0.04 0.04
1，1- ジクロロエチレン 1 1 1 1
シス - １，2- ジクロロエチレン 0.4 0.4 0.4 0.4
1，1，1- トリクロロエタン 3 3 3 3
1，1，2- トリクロロエタン 0.06 0.06 0.06 0.06
1，3- ジクロロプロペン 0.02 0.02 0.02 0.02
チウラム 0.06 0.06 0.06 0.06
シマジン 0.03 0.03 0.03 0.03
チオベンカルブ 0.2 0.2 0.2 0.2
ベンゼン 0.1 0.1 0.1 0.1
セレン及びその化合物 0.1 0.1 0.1 0.1
ほう素及びその化合物  ※注 3 10（230） 10（230） 10（230） 10（230）
ふっ素及びその化合物  ※注 3 8（15） 8（15） 8（15） 8（15）
1，4- ジオキサン 0.5 0.5 0.5 0.5
ダイオキシン類  ※注 4 10 10 10 10
アンモニア性窒素等含有量 ― ― ― ―

3 下水道への排除基準

（備考）
1. 単位について、水素イオン濃度は無単位、温度は℃、ダイオキシン類はpg-TEQ/L、その他はmg/Lです。
2.　　　　   基準値を超える水質の下水の排除が禁止されており、違反した場合は、直ちに罰せられます（直罰制度）。
　それ以外は基準値に適合した下水を排除できるように除害施設を設置するなどの必要な措置を講ずる義務があります。
※注1：電気めっき業は暫定基準があります。
※注2：一部業種には暫定基準があります。
※注3：河川、湖沼等を放流先とする下水道へ下水を排除する場合の基準値で、（）は海域を放流先とする下水道へ下水を排除する場合の基準値です。また、一部業種には、
　　　暫定基準があります。
※注4：ダイオキシン類については、ダイオキシン類対策特別措置法に規定する特定施設（水質基準対象施設）を設置する事業場に対して、直罰基準が適用されます。また、
　　　それ以外の事業場に対しては、下水処理場からの放流水がダイオキシン類の規制を受けている場合に限り、除害施設の設置基準が適用されます。

下水道法及び熊本市下水道条例に基づく下水排除基準 令和7年(2025年)７月1日時点

対象者

物質または項目
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